
掛川市告示第22号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を開始する。そ

の関係図面は、平成25年３月14日から２週間掛川市役所において一般の縦覧に供する。

平成25年３月14日

掛川市長 松 井 三 郎

路線番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

下俣字菖蒲ケ谷257-1
２２２３ 菖蒲ケ谷線 平成25年３月15日

菖蒲ヶ池1-106

菖蒲ヶ池100-2
２５２１ 高御所久保線 平成25年３月15日

菖蒲ヶ池1-106

菖蒲ヶ池102
２５２２ 富士見台公園北線 平成25年３月15日

下俣字寺ヶ谷5-5

長谷字十五ノ坪1384-11
２５２３ 居沼池西線 平成25年３月15日

菖蒲ヶ池1-120

高御所字新田1353-1
２５２４ 高御所ＩＣ北バイパス線 平成25年３月15日

高御所字下屋敷1285-1


